
三重県

現状の水害リスク情報や
取組状況の共有

（仮称）鈴鹿・亀山圏域県管理河川
水防災協議会
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資料５



現状の水害リスク情報
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【河川の氾濫等に伴う被害】

昭和49年7月
鈴鹿川（亀山市東御幸町）

平成7年5月
椋川（亀山市椿世町）

昭和49年7月
芥川（鈴鹿市庄野町）

過去の被害情報（鈴鹿川圏域）
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発生年月日 原因
１時間
最大雨量

河川名 被害

昭和49年7月 1974年 豪雨 73.8mm/h 鈴鹿川流域 床上浸水985戸、床下浸水498戸

昭和58年8月 1983年 豪雨 21.0mm/h 鈴鹿川 床下浸水13戸

平成7年5月 1995年 豪雨 80mm/h 椋川 床上浸水18戸、床下浸水2戸

平成24年9月 2012年 台風17号 101mm/h 浪瀬川 田畑冠水11ha

鈴鹿川



現状の減災に係る取組状況
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指定河川において基準水位に達した場合、水防警報や水位周知河川における水位到達情報（氾濫危険水位）等
の発表を決定し、関係機関に情報伝達しています。

水防警報等の発表と情報伝達

基本の流れ

伝達方法（ＦＡＸ）

【○○川水位情報・水防警報・氾濫
危険水位情報FAX伝達表】…様式Ｂ

この様式で伝達系統を確認し、様式
Ａの鏡にして関係機関にFAX送信しま
す。送信後は、速やかに電話で受信を
確認します。

平成 年 月 日 ； 時 分

   ◎水位観測所の水位設定

□ 水防団待機（通報）水位に達しました。

□ 氾濫注意（警戒）水位に達しました。

□ 避難判断水位に達しました。

□ 氾濫危険（洪水特別警戒）水位に達しました。

□ 最高水位と考えます。

□ 氾濫危険（洪水特別警戒）水位を下回りました。

□ 避難判断水位を下回りました。

□ 氾濫注意（警戒）水位を下回りました。

□ 水防団待機（通報）水位を下回りました。

※

水防団待機（通報）水位 に近づき 引き続き 上昇中である

氾濫注意（警戒）水位 に達し 急激に 減水中である

避難判断水位水位 を越えて 刻々と

氾濫危険（洪水特別警戒）水位 を下回り かんまんに

これが最高水位と □ 考えられる

□ なった

河川の水位は一旦 減水したが 再び 増水することが考えられる

減水しつつあったが 上昇し始めた

本地区 の 水防の準備に入り 厳重に警戒

では またしばらく 十分警戒

引き続き 水防に万全を期 して下さい。

なお 水防活動を開始

今後の情報に注意し 警戒

水防団は出動し

市

町

堤防法面が急激な流況変化のため 危険である

漏水があるため 堤防が一部流出する可能性がある

激しい漏水のため 危険な状態が続いている

依然として

堤防を越える水位となる恐れがあり

建 設 事 務 所 長 発 表

水 位 情 報 第 号

避 難 判 断

水 位

氾 濫 危 険

（洪水特別警戒）

水 位
氾濫危険(洪水特別警戒)水位情報第 号

氾 濫 注 意

（ 警 戒 ）

水 位

水 防 団 待 機

（ 通 報 ）

水 位

観測所名

主査 係課長

二級河川
整理番号

所長

（ 水 防 法 １ ３ 条 関 係 ）

川 水位観測所

（ 水 防 法 １ ２ 条 関 係 ） 三 重 県

室長

水

位

情

報

川 観測所の水位

です。分現在では、 ｍ ｃｍ月

氾

濫

危

険

水

位

情

報

発表

氾濫危険（洪水特別警戒）水位に達しました。

解除 氾濫危険（洪水特別警戒）水位を下回りました。

水

防

警

報

□ 準 備 □ 出 動 □ 情 報

解 除 □ 本地区の水防警報を解除する。

水

防

機

関

伝

達

□

施

設

情

報

□

地先では

補
足

説
明 □

□ 解 除

水

位

状

況

□

□

□

この情報は、避難勧告発令等の参考となる､非常に重要な情
報ですので、確実な情報伝達をお願いします。

（ 水 防 法 １ ６ 条 関 係 ）

水 防 警 報
□準備・□出動・□情報・□解除

第 号

時日　；

【(県)水位情報・氾濫危険水位情報・
水防警報発表様式「河川」】…様式Ａ

基準水位に到達した場合、この様式
に必要事項を記入して、水防管理団体
（市町）や関係機関に情報を伝達しま
す。

① ② ③

TEL
FAX

（受） （発）
時間 時間 : : 時間
氏名 氏名 氏名 

② ③

時間 時間
氏名 氏名 

②（手渡し） ③

時間 時間
氏名 氏名 

②（手渡し） ③

時間 時間
氏名 氏名 

津地方気象台は、気象情報に関す
る実務対応のため、着信確認がで
きない場合があります。
その際は送信側ＦＡＸで、「送信済
み」の確認をお願いします。

防災対策部

水防本部（施設災害対策課）

１， 受信者は、下記の「伝達系統図」の自機関部分下にある（受）欄に受信時間、受信者名を記入する。

２， 記入後、下記の「伝達系統図」に基づき、水防警報発表文に本伝達表を添付のうえ、伝達先へＦＡＸする。

３， 伝達（ＦＡＸ）後、「伝達系統図」の自機関部分下にある（発）欄にＦＡＸ発信をした時間、氏名を記入する。

４， 記入後、伝達（ＦＡＸ）先に受信確認（電話）を行い受信者を確認後、伝達先（ＦＡＸ）機関部分下にある（受）欄に受信者名を記入する。

TEL 059-228-2022

TEL（内線）　2189

FAX 059-227-8598
（受） （受）

中勢流域下水道
事務所（手渡し）

（受） （受）

三　　重　　県

※ 本伝達が、迅速に行われなかった場合、水防管理団体（市町）による水防活動が適切に行われず、激甚な水害となる恐れがあります。

::

FAX059-224-2245

津地域防災総合事務所
（手渡し）

伝 達 手 順

TEL 059-223-5215

: :

（受）
:

津地方気象台

三重県警察本部（警備２課）

（受）
:

FAX 059-222-2002
TEL 059-222-0110(代)

:

TEL 059-229-3104
FAX 059-223-6247

津市危機管理部防災室

059-229-2256

三重河川国道事務所が警戒体制を
とっていないと、着信確認ができない
場合があります。
その際は送信側ＦＡＸで、「送信済
み」の確認をお願いします。

FAX 059-227-8993
（発）

三重河川国道事務所

059-229-2227

（受）

水 防 待 機 者 に 渡 し て 下 さ い 。 安濃川　水位情報・水防警報・氾濫危険水位情報　ＦＡＸ 伝達表

安濃川　【水位情報・水防警報・氾濫危険水位情報】　伝達系統図

TEL 059-224-2683

県

水防支部（津建設事務所）

FAX 059-224-5338

:

様式Ａ

様式Ｂ



この浸水想定区域図は、現況の椋川
の河道の整備状況等を勘案して、洪
水防御に関する計画の基本となる降
雨である３０年に１度の大雨が降っ
たことにより河川が氾濫した場合に
想定される浸水の状況を、シミュ
レーションにより求めたものです。

三重県のホームページで公開中
http://www.pref.mie.lg.jp/KASE
N/HP/84459046892.htm

鈴鹿・亀山圏域県管理河川 浸水想定区域図

策定済河川
(河川整備基本方針規模）

鈴鹿川水系 椋川
金沢川水系 金沢川、田古知川
堀切川水系 堀切川
中ノ川水系 中ノ川
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三重県防災対策部のホームページ（防災みえ.jp）では、災害時に限らず平時においても役立つことができる情報を公開しています。気
象に関する情報、雨量や水位の情報をリアルタイムで提供しているほか、台風や豪雨等の際には、被害状況、各市町における避難に関する
情報、避難所開設状況など、地域の方が防災行動につなげることができるような情報を提供しています。

台風や豪雨などの際には、緊急時のページで各種の情報を
確認することができます。（避難情報、避難所情報、被害
状況等）

地域の気象情報

河川水位や雨量の情報 避難情報(各地域の避難勧告・指示等)

土砂災害警戒情報

住民等への情報伝達の方法（防災みえ.jp）
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防災みえ.jpメール配信サービスでは、あらかじめ登録された方に気象災害に備えて対応いただけるよう、携帯電話やスマー
トフォンに気象情報、観測情報等を送信しています。
a@bosaimie.jpに空メールを送信すると登録用メールが届きます。そのＵＲＬにアクセスすることで登録処理が行えます。

防災みえ.jpメール配信サービスでは下記の種類のメール配信を登録すること
ができます。

① 気象警報・注意報
・気象警報（特別警報含む）・土砂災害警戒情報・記録的短時間大雨情報

② 地震情報
③ 津波警報・注意報
④ 東海地震関連情報
⑤ 台風情報
⑥ 河川水位に関する情報

県内（県管理河川）の河川水位観測所で基準水位を超過した場合
に配信されます。

⑦ 大気汚染情報
⑧ 県からのお知らせ

三重県からのお知らせ情報やシステムのメンテナンス情報

防災みえ.jpトップページの緊急時お役立ち情報

気象警報・注意報 河川水位に関する情報 土砂災害警戒情報 台風情報

住民等への情報伝達の方法（防災みえ.jpメール配信サービス）
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地域住民の適切な避難行動に役立ててもらうために、雨量や川の水位などの情報を各放送局と協力して地上デジタルテ
レビのデータ放送で提供しています。

三重四川災害対応連絡会(雲出川委員会)配布資料より

住民等への情報伝達の方法（地上デジタルデータ放送）
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住民等への情報伝達の方法（ハザードマップポータルサイト）

各市町が作成したわがまちハザードマップや、地図や空中写真に、浸水想定区域や道路情報、危険箇所などを重ね
て閲覧することができる重ねるハザードマップのポータルサイト。（国土交通省サイト紹介）
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出水期前後の施設点検、出水時の巡視等を行い、早期に変状箇所や危険箇所を把握。

【施設点検】出水期前後に、堤防・護岸・水門等の
損傷箇所の有無について点検を実施。

出水期前後の対応

【出水時巡視】台風等による異常出水時には、河川管理
施設の異常の有無等、河川状況を確認す
るため巡視を実施。

堤防点検状況

水門等点検状況

出水時の対応

災害調査状況

出水時巡視状況

堤防等河川管理施設の点検等の取組み
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①三重県における戦後の主な気象災害
→鈴鹿川圏域では台風及び前線による大雨で被害が発生していること
が多い。

②河川の水位上昇が早い
→県管理河川については出水時の水位上昇が早い。

③水害に対する住民意識
→昭和４９年以降、堤防決壊に伴う大規模な水害を経験していないこと
から水害時の状況を知らない方が増え、防災意識が希薄になっている
可能性がある。

【減災のための主な課題】

○防災情報の伝え方の工夫が必要

○地域住民の防災意識の向上（水害に対する危険度の認識を高める工夫
が必要）

鈴鹿・亀山圏域県管理河川における水害の主な特徴



検討対象河川（案）
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鈴鹿・亀山圏域県管理河川 位置図１
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凡例

水位周知河川（県管理）

協議会の区域を示す境界

水位周知河川（国管理）

洪水予報河川（国管理）



鈴鹿・亀山圏域県管理河川 位置図２
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凡例

水位周知河川（県管理）

協議会の区域を示す境界

水位周知河川（国管理）

洪水予報河川（国管理）


